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間
、
育
児
休
業
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

②
　
子
の
看
護
休
暇

�　

労
働
者
は
、
事
業
主
に
申
し
出
る
こ
と

に
よ
り
、
小
学
校
就
学
前
の
子
が
１
人
で

あ
れ
ば
年
５
日
、
２
人
以
上
で
あ
れ
ば
年

10
日
ま
で
、
病
気
や
け
が
を
し
た
子
の
看

護
等
を
行
う
た
め
の
休
暇
を
取
得
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

③
　
育
児
の
た
め
の
短
時
間
勤
務
制
度
等

�　

事
業
主
は
、
３
歳
未
満
の
子
を
養
育
す

る
労
働
者
が
希
望
す
れ
ば
利
用
で
き
る
、

１
日
の
所
定
労
働
時
間
を
原
則
６
時
間
と

す
る
措
置
を
含
む
短
時
間
勤
務
制
度
等
を

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵�

　
働
く
女
性
の
母
性
保
護
、
母
性
健
康
管

理
を
推
進
す
る
た
め
、
労
働
基
準
法
及
び

男
女
雇
用
機
会
均
等
法（
均
等
法
）
に
お

い
て
、
以
下
の
よ
う
な
制
度
が
法
律
上
規

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
育
介
法
上
の
制
度
と

あ
わ
せ
、
各
事
業
主
に
お
い
て
適
切
に
就

業
規
則
等
に
位
置
付
け
て
い
た
だ
く
こ
と

が
重
要
で
す
。

①
　
労
働
基
準
法
上
の
母
性
保
護
規
定

�

・��

産
前
・
産
後
休
業
、
妊
婦
の
軽
易
業
務

転
換

�

・��

妊
産
婦
等
の
危
険
有
害
業
務
の
就
業
制

限

�

・��

妊
産
婦
の
時
間
外
労
働
、
休
日
労
働
、

深
夜
業
の
制
限　

等

１　

は
じ
め
に

少
子
高
齢
化
の
も
と
で
生
産
年
齢
人
口
の

減
少
が
更
に
進
む
状
況
下
に
お
い
て
、
労
働

者
が
働
き
続
け
な
が
ら
育
児
を
行
う
た
め
の

雇
用
環
境
を
整
備
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
な

課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

現
状
と
し
て
、
女
性
の
う
ち
、
第
一
子
の

出
産
を
機
に
仕
事
を
や
め
る
人
は
約
６
割

（
平
成
22
年
）
存
在
し
、
ま
た
男
性
の
育
児

休
業
取
得
・
育
児
へ
の
関
わ
り
は
依
然
と
し

て
低
調
と
な
っ
て
い
ま
す
。

厚
生
労
働
省
で
は
、
男
女
労
働
者
が
仕
事

と
家
庭
を
両
立
し
、
継
続
就
業
で
き
る
雇
用

環
境
の
実
現
を
目
指
し
、
仕
事
と
家
庭
の
両

立
支
援
施
策
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

２　

法
律
に
基
づ
く

　

両
立
支
援
制
度
の
整
備

⑴�

　
育
児
・
介
護
休
業
法（
育
介

法
）
に
お
い
て
は
、
以
下
の
よ

う
な
制
度
が
規
定
さ
れ
て
お

り
、
労
働
者
の
円
滑
な
両
立
支

援
制
度
の
利
用
や
利
用
促
進
の

た
め
、
各
事
業
主
に
お
い
て
就

業
規
則
等
で
定
め
て
い
た
だ
く

こ
と
が
重
要
で
す
。

[

育
児
の
た
め
の
両
立
支
援
制
度

の
例]

①
　
育
児
休
業

�　

労
働
者
は
、
事
業
主
に
申

し
出
る
こ
と
に
よ
り
、
原
則
と

し
て
子
が
１
歳
に
な
る
ま
で
の

厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課

仕事と家庭の両立支援施策の概要

■第一子出生年別にみた、第一子出産前後の妻の就業変化

（資料出所）厚生労働省「雇用均等基本調査」
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有職
70.7

（100％）

出産後
継続就業率

26.8
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■育児休業取得率の推移

（※）（　）内は出産前有職者を100として、
出産後の継続就業者の割合を算出

注）平成22年度及び平成23年度の［　］内の比率は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果
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を
定
め
る
省
令
及
び
指
針
は
、
本
年
秋
頃
に

公
布
す
る
予
定
と
し
て
い
ま
す
。

　⑵�

　
両
立
支
援
に
取
り
組
む
企
業
へ
の
支
援

両
立
支
援
に
取
り
組
む
企
業
へ
の
支
援
と

し
て
、
厚
生
労
働
省
で
は
次
の
よ
う
な
取
組

も
行
っ
て
い
ま
す
。

①
　
両
立
支
援
等
助
成
金

仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
に
取
り
組
む
事

業
主
に
対
し
て
、
助
成
金
の
支
給
に
よ
る
支

援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

○�

　
事
業
所
内
保
育
施
設
設
置
・
運
営
等
支

援
助
成
金

�　

労
働
者
の
た
め
の
保
育
施
設
を
事
業
所

内
に
設
置
、
運
営
等
を
行
う
事
業
主
ま
た

は
事
業
主
団
体
に
、
そ
の
費
用
の
一
部
を

助
成
す
る
制
度

○�

　
子
育
て
期
短
時
間
勤
務
支
援
助
成
金

�　

小
学
校
就
学
前
ま
で
の
子
を
養
育
す
る

労
働
者
が
利
用
で
き
る
短
時
間
勤
務
制
度

を
設
け
、
利
用
者
が
出
た
事
業
主
に
一
定

金
額
を
助
成
す
る
制
度

○�

　
中
小
企
業
両
立
支
援
助
成
金

�

・�

代
替
要
員
確
保
コ
ー
ス

　

�　

育
児
休
業
取
得
者
の
代
替
要
員
を
確

保
し
、
育
児
休
業
取
得
者
を
原
職
等
に

復
帰
さ
せ
た
事
業
主
に
一
定
金
額
を
助

成
す
る
制
度

�

・�

期
間
雇
用
者
継
続
就
業
支
援
コ
ー
ス

　

�　

期
間
雇
用
者
の
育
児
休
業
取
得
者
を

原
職
等
に
復
帰
さ
せ
、
育
児
休
業
制
度

な
ど
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立

を
支
援
す
る
た
め
の
制
度
を
利
用
し
や

す
い
職
場
環
境
の
整
備
の
た
め
に
研
修

等
を
実
施
し
た
事
業
主
に
一
定
金
額
を

助
成
す
る
制
度

②
　
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
普
及

両
立
支
援
に
取
り
組
む
企
業
が
、
育
児
・

介
護
休
業
法
を
上
回
る
両
立
支
援
制
度
の
拡

充
や
両
立
支
援
制
度
を
利
用
し
や
す
い
職
場

環
境
の
整
備
に
よ
り
効
果
的
に
取
り
組
む
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
両
立
支
援
ベ
ス
ト
プ
ラ

ク
テ
ィ
ス
集「
中
小
企
業
に
お
け
る
両
立
支

援
推
進
の
た
め
の
ア
イ
デ
ィ
ア
集
」
を
作
成

し
、
都
道
府
県
労
働
局
雇
用
均
等
室
に
お
い

て
、
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
普
及
を
図
る

と
と
も
に
、必
要
な
助
言
を
行
っ
て
い
ま
す
。

③
　
イ
ク
メ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

男
性
の
育
児
休
業
取
得
促
進
の
た
め
の
規

定
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
改
正
育
児
・
介
護
休

業
法
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
合
わ
せ
、
平
成

22
年
６
月
か
ら
、
育
児
を
積
極
的
に
す
る
男

性（
イ
ク
メ
ン
）
や
、
男
性
の
仕
事
と
育
児

の
両
立
支
援
に
取
り
組
む
企
業
を
応
援
す
る

「
イ
ク
メ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
男
性
の
仕
事
と
育
児
の
両
立
を
推

進
す
る
こ
と
は
、
女
性
が
職
場
で
継
続
し
て

力
を
発
揮
す
る
こ
と
に
も
資
す
る
も
の
と
考

え
て
い
ま
す
。

※　

仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
の
た
め
の
制

度
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
左
記
Ｕ
Ｒ
Ｌ
の

各
種
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
下
さ
い
。

http://w
w
w
.m
hlw
.go.jp/bunya/

koyoukintou/pam
phlet/#pam

-01

さ
れ
ま
す
。

ま
た
、一
般
事
業
主
行
動
計
画
を
実
施
し
、

当
該
計
画
に
定
め
た
目
標
を
達
成
す
る
等
、

一
定
の
基
準
を
満
た
し
た
事
業
主
は
、
同
法

に
基
づ
く
認
定（
く
る
み
ん
認
定
）
を
取
得

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

認
定
を
取
得
し
た
企
業
は
、
子
育
て
支
援

に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
企
業
と
し

て
、
上
記
の「
く
る
み
ん
マ
ー
ク
」
を
商
品

や
求
人
票
等
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。な

お
、
く
る
み
ん
認
定
を
取
得
し
た
企
業

は
、
取
得
・
新
築
・
増
改
築
を
し
た
建
物
な

ど
に
つ
い
て
、
認
定
を
受
け
た
事
業
年
度
に

32
％
の
割
増
償
却
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
税

制
優
遇
制
度（
く
る
み
ん
税
制
）
の
適
用
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

次
世
代
法
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
次
世
代

育
成
支
援
対
策
の
取
組
を
推
進
す
る
た
め
、

平
成
26
年
４
月
16
日
に
改
正
法
が
成
立
し
、

同
年
４
月
23
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
①
次
世

代
法
の
有
効
期
限
が
10
年
間
延
長
さ
れ
た
こ

と
、
②
く
る
み
ん
認
定
を
受
け
て
い
る
企
業

の
中
で
も
特
に
高
い
水
準
の
取
組
を
行
っ
て

い
る
企
業
に
対
す
る
新
た
な
認
定（
特
例
認

定
）制
度
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
で
す
。

②
に
つ
い
て
は
、
平
成
27
年
４
月
１
日
施

行
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
本
年
７
月
に
労
働

政
策
審
議
会
雇
用
均
等
分
科
会
に
お
い
て
改

正
法
に
基
づ
く
認
定
基
準
の
改
正
や
特
例
認

定
基
準
、
一
般
事
業
主
行
動
計
画
策
定
指
針

に
つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら

②
　
均
等
法
上
の
母
性
健
康
管
理
規
定

�

・��

保
健
指
導
又
は
健
康
診
査
を
受
け
る
た

め
の
時
間
の
確
保

�
・��
指
導
事
項
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
た
め
の
措
置

３　

両
立
支
援
制
度
を

　

利
用
し
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り

⑴�

　
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ

く
企
業
の
自
主
的
な
取
組
の
推
進

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法（
次
世
代

法
）
に
お
い
て
は
、
各
事
業
主
に
対
し
、
そ

の
雇
用
す
る
労
働
者
に
係
る
多
様
な
労
働
条

件
の
整
備
そ
の
他
の
労
働
者
の
職
業
生
活
と

家
庭
生
活
と
の
両
立
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
す

る
た
め
、
一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定
・

届
出
を
求
め
て
い
ま
す（
常
時
雇
用
す
る
労

働
者
数
が
１
０
０
人
を
超
え
る
事
業
主
に
お

い
て
は
義
務
、
１
０
０
人
以
下
の
事
業
主
に

お
い
て
は
努
力
義
務
）。
こ
の
一
般
事
業
主

行
動
計
画
を
活
用
し
、
各
企
業
の
実
情
に
応

じ
た
次
世
代
育
成
支
援
対
策
の
推
進
が
期
待

特集●仕事と育児の両立支援

くるみんマーク
（子育て支援に積極的に取り組む企
業を示すマーク）


